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政 務 調 査 費 運1用マニュアル 総 括 表

途
準

使
基 支出費目 内  容

政務調査費が充当できるもの

(積算または充当限度等)

政務調査費が充当できないもの

(判例、各県事例等)

①
　
調
査
研
究
費

②
　
研
修
費

③
　
〈蚕
議
費

A―交通費 」R、私鉄、バス、地下
鉄、航空機、船舶

タクシニ(緊急の場合、
公共交通機関が不便で
あるなど合理的理由が
ある場合)

レンタカニ

高速道路等利用料、
駐車料金

O実 費

公費から旅費の支給があつた日
に、重複して政務調査費として
交通費、宿泊料を支給することは
できない(大多数の都道府県)
(公費支出と重ならないものは除く)

自家用車利用経費
(ガソリン代)

①走行距離で積算する場合
lKm当 たり 37円
(本県応招旅費の現行単価)

②接分する場合
1台限り、1/3以 内
(この場合は一括して③事務費
に計上)

※年間を通じて、①、②どちらかの
方法を選択

口実績が明確でない場合
1/2を個人使用、1/4を政務調査
以外の議員活動、1/4を政務調査
活動に伴う費用であると認める
のが相当(Hl軌12.20仙台再裁)

日当 O充 当できない

・政務調査活動は、議員の自発的
意志に基づき行うものであり、旅
‐行者が旅費の支給者であること
から、実費によるのが望ましいも
(H19.11.13仙台地裁)

コ交通費及び諸雑費の範囲を超え、
出席の労に対する対価的なもの
を含むことはできない(全議)

B宿 泊料

(国内の場
合)

東京都23区内、大阪市
神戸市等の大都市

(注2)乙地は上記以外α

O実 費とし、費用弁償の額を
上限とする

甲地  14,800円 (注1)

乙地  13 , 3 0 0円 (注2)

名古屋市、横浜市、京都市、

地域

C 任 丑上本斗 会場信上 料

機材借上料
O実 費

D E回帰J
製本費

印刷製本代

資料コピー料

O実 費

E通 信
運搬費

送料(郵便料等) O実 費

F講 師1謝
金等

謝金等 O実 費
(運転手今の謝礼も含む)

・謝金、謝礼(商品券、ギフト券)等
の経費で、謝礼先などからの

領収書がない場合(福井県ほか)

G委 試料 個人・回保に調査研究
を委託する経費(委託業
務内容、金額等が明確
な契約書を作成、成果
物とともに保管)



途
準

使
基 支出費目 内  容

政務調査費が充当できるもの

(積算または充当限度等)

政務調査費が充当できないもの

(判例、各県事例等)

続

く

H会 費等 i コ会費の支出先となる団
体の活動内容や参加
費の支出先となる意
見交換会、研修会等
の内容が、会派また
は議員としての調査
研究に資するもので
ある場合に限る

O実 費
・5,000円 以内

(懇談を伴う場合)
日各種議員連盟の会費
(ただし、別添の不適当な

経費に注意が必要)

別途資料参照(不適当な経費)

・不適当な例
土地改良区地区総集会、特養
ホーム研修会(体育協会
祝賀会(青森地裁 H18.10.20)

Ⅲ研修会を行つた際の昼食弁当代
((京 都地裁 H16.9.15)

Ir研修
参加費

セミナT又 は研修会等
今参加する際の負担
金、参加費等

O 実費

」 消耗品費 事務用消耗品

看板製作代

O実 費 B直接必要であると認められる経費
に限定すべき(全議)

食K 糧費 会食代、飲食代、茶菓
代、弁当代
=調査研究活動としての
会議や研修会等と
一体性がある

※ 公職選挙法に抵触
しないことが前提

O実 費
・懇談会経費(1人当たり)

5,000円 以内

議員同士の懇談会   |
(青森地裁 Hl&10.20)

飲食店舗等における飲食
(東京地裁 H18.4.14)r

居酒屋、すし、鰻、割烹、中華、
ラーメン、洋食レストランなど

社会通念上必要なものと認める
特段の事情がない限り目的外 ,
支出      ―

飲酒を伴う会合に要する経費
(長野)

茶菓手等

ヨ会派または議員主催
の会議等での茶菓
提供

口調査研究活動としての
会議や研修会等と
主体性がある

※ 公職選挙法に抵触
しないことが前提

O実 費    |
E l , 0 0 0円以内(1人当たり)

④
資
料
作
成
費
　
⑤
資
料
購
入
費

D F日用J
製本費

印刷製本代

コピ‐料

O実 費

」 消耗品費 事務用消耗品 O実 費

L書 籍
購入費

専 門 図書 、D V D 、 C D 一

RO M
O実 費 図書券コ図書カードの購入(東京)

書画、骨董に類するもの(新潟市)

同窓会名簿、映画DVD
(H19.5.25青森地裁)

趣味、福利厚生を目的とした図書
購入(神奈川)

M新 聞等
購入費

新聞

雑誌
(真に必要と認められる
もの)

0実 質
・1紙(誌)当たり1部購入可
ただし、会派が購読する
新聞は3部 以内

大衆週刊誌“スポーツ新聞(調査
研究との関連性に特別の事情が
ある場合以外)      i
'(H18.10.20青

森地裁)  '

所属する政党の機関誌の購読料
政務調査活動というよりは政党

活動に基づいて支出されたもの |
であり、使途基準に合致しない違
法な支出である。   |

(H19.12.20仙台高裁)

議員の任期を超える購読料前払い

(福井、新潟市)

一般週刊誌 (佐賀)  |



政務調査費が充当できないもの

(判例、各県事例等)

政務調査費が充当できるもの

(積算または充当限度等)

前記の
①調査研究費
②研修費
③会議費

の基準に同じ

「

―

―

＞

―

―

ジ

②

事

務

所

費

借上料
所としての要件

(全議)
,外形上の形態がある

(看板口表示等)
・事務所としての機能が
ある(事務スヘ

°―ス、
応接スヘ

°―ス、事務用
備品等)

・連絡機能が整っている

と接分の場合、下記基準を上限

=事務所としての外形及び機能を
備えている

コ賃借の場合、原則として会派又
は議員が契約者となっている
こと      |

・契約書等、確認可能な書類を !

保管すること

口住居等を兼ねた事務所の
及び上下水道料金 ｀

(長野県、富山県ほか)

=議員本人及び生計をTに する親
族
十
等が所有する建物への賃借料

(全議、山形、福井、宮崎)

・議員の関連する会社、後援会等と
の賃借契約にういては、次のよう
な条件が必要。(全議)
① 原則議員が契約主体である
② 契約書を作成し、銀行振込や

領収書等の証拠書類がある ‐
③ 関連する会社等の会計処理上、

収入として計上され適切に処理
されている

日事務所の火災保険料(福井)
・敷金キし金は不可(青森、東京)

事 務 所 の 形 態

(事務所が兼ねる機能) 上下水道代金

調査研究活動専用事務所

調査研究活動事務所
十政治団体事務所

0光 熱水費

調査研究活動事務所
十政治団体事務所
十住居等

P修 繕費 務機器等の備品の修
繕
(パソコン、プリンター等)

事務所の修繕 O充 当できない

日家屋購入、自宅の増改築は資産
形成につながる(青森、神奈川)

=事務所の修繕(山形)

コ事務所として使用する建築工事費
への支出(全議、二重、神奈川)

・事務所の購入及び修繕(静岡)

コ資産価値向上につながる大規模
修繕費(福井)



途
準

使
基 支出費目 内  容

政務調査費が充当できるもの

(積算または充当限度等)

政務調査費が充当できないもの

(判例、各県事例等)

続

く

E通 信
運搬費

電話BFAX回線利用料

携帯電話利用料

〇 接分の場合1/2以 内
・「②事務所費」の機分T覧 参考
事務所の形態により!
1/3～ 全額

,電話、FAXの 基本料は不可  |
(和歌出)

,携帯電話の購入、買い換えは認め
られない(静岡)
根拠:調査活動に伴つて携帯電話
を使用する必要性が乏しく、その
全額を認めない

(H18.10.20青森地裁)

ホームページのプロバ
イダ利用料(広報費)

O実 費 ・住民の意見を徴収することを目的
とするもの(二重)    | ｀

インターネット接続料 O実 費 二二三二三二==互
二す千下

=
切手、はがき、声''硬等 O実 費 号T

」 消耗品費 事務用消耗品 O実 費 =日常生活用品(楽、化粧品等)
(大多数の都道府県)

Q 備 口「l貿 パソコン"コピー機等の
事務用機器

電話=FAX等 の通信
機器

机、椅子

ｏ

ｒ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
代

・10万円以上の備品(秋田、鳥取)
・1件10万円以上のもの(パソコン、
プリンターは除く) ′

(静岡、大阪、香川)
・高額なテレビ(事務機器ではない)
の購入(秋田)

・調査研究に直接必要としない備品
(冷蔵庫、エアコン、ソファー等)の
購入(大多数の都道府県)

=携帯電話の購入、買い替え費‐用
〈静岡)

・エアコン購入(和歌山・愛媛・佐賀口

熊本・宮崎) ・   ―
=取得価格30万円を超えるもの

!(東 京)

自家用車 O充 当できない

1自動車の購入、保険料、車検等
の維持、修緒(青森t秋田、滋賀、
香川、愛媛、佐算、長崎、宮崎)

・政務調査活動に利用する自動車
の購入、修理点検(三重)

・調査研究に使用される自動車で
あっても、自動車税及び維持管
理費は認められない

(H17“,12大阪高裁)
・修繕、車検費用、保険料等は必要
な経費とは考えるべきでない

(全議)



途

準

使
基 支出費目 内  容

政務調査費が充当できるもの

(積算または充当隈度等)

政務調査費が充当できないもの

(判例、各県事例等)

続

く

Rリ ース料 自動車リエス代

〔リース期間終了後も所
有権移転じない場合
に限る

Bり
Tネ 会社との契約に

限る

O接 分(1/2以内)    ~~

か?年 間00万 円を限度とする
※1台分のみ充当可

認めない(岩手、山形、長崎) '

自動車、高額備品のリエス(秋田)

購入と同等と考えられ好ましくない
(山梨) ‐

税金、保険料t車検費用等(愛媛)

調査研究に使用される自動車で
あっても、自動車税及び維持管理
費は認められない

(H17.4.12大阪高裁)   i

修繕、車検費用、保険料等は必要
な経費とは考えるべきでない

'     (全
議)

ヨビー機等事務機器
りTス

O接 分(1/2以 内) ・
調査研究に直接必要としない備品
(冷蔵庫、エアヨン、ソファ‐、美術
品、衣類等)のリース

(長野t富 山、三重)
Sガ ソリン代 月毎に接分して充当す

る場合
01台 限り、1/3以 内 口冥績が明確でない場合

1/2を個人使用t1/4を政務調査
以外の議員活動、1/4を政務調査
活動に伴う費用であると認める
のが相当(H19.12.20仙台高裁)

③

人

件

費

T 人件費 政務調査研究補助職員
に対する給与、賃金、
手当、社会保険料

=雇用実態を明らかに
する雇用契約書、勤
務実績表、給与支払
い簿等を備えること
が必要

口源泉徴収票が提出
されている、支払い
が客観的に確認で
きる、雇用保険等
雇用主の義務が発
生する手続きが行

,窒轟 嬬奮督 |

実費
,接分の場合

議員が雇用する場合は
1/2以 内
かつ月15万円以内

会派が雇用する場合は
2/3以 内

※議員が雇用する場合、常勤
職員は1名に限り充当可能

※臨時雇用(アルバイト)に
ついては実費

※生計を一にする親族(配偶
者、親コ子供、兄弟等)を雇用
した場合は、充当不可

口政党組織、後援会事務所にかかる
人件費(長野ほか)

日配偶者、親族の雇用に対する
経費(大多数の都道府県)

(調査研究活動に対する、専門的
知識があり、社会通念上妥当な
雇用形態を有する場合は除く)

コ県議会議員政治倫理要綱運用
規程を準用



政務調査費の充当が不適当な経費 (参考事例)

(全議、各都道府県の事例)

活 動 項 目 を 例事な王ヽ

政党活動経費 党大会への参カロに要する経費 (参加費、旅費等)
党費、党大会賛功金      i

畳品啓母唇督魯魯雪今あ毒磐支本十指:三雪q丹丹窒宮香憲景
の
骨景

政党のパTティー、政治資金パニティニ等の出席経費
その他政党活動、県連活動に要する経費 f

選挙活動経費
窪基ぞ芽蟹昏房農峯遷望各種

団体↑の東援依甲=動
選挙活動用事務所の経費(人件費を含む)
その他選挙運動及び選挙活動経費

後援会活動経費

倭醤曇畳層議得営貸蓋香蟹章畳若雷‐層暑畳
摩1梨棒雪香番語や景

その他後援会活動に要する経費

私的経費 慶弔餞別費等 (香典、祝金、病気見舞い、餞別、寸志、中元 ・歳暮、慶弔電
報等、年賀状の購入 ・印刷等)

冠婚葬祭への出席経費
檀家総代会、報恩講、宮参り等の宗教活動経費

'       ‐

観光、レクリエーション等の私的な旅行等経費・
親睦会又は飲食を目的とした会合 (新年会等)(レ クリエーシヨン大会等tの開
催及び参加経費  |

議員が他の団体の役職を兼ねていて、その団体の理事会、役員会及び総会等
への出席経費       ‐                 ャ

各種団体への寄付金、支援金等
個人の立場で加入する団体等の会費等

(町内会費、PTA会 費、婦人会費、老人会費、商王会会費、同窓会費、
ライオンズクラブ ,ロータリークラブの会費、スポーツクラブ会費、
ボランティア活動等個人で参加する団体の会費等)

その他適当で
ない経費

挨拶、会食やテエプカットだけの出席経費

il占禽基十整茨房号歩否鰭突曇呂纂牟塞撃岩墾蟹愁需呂番藩ギTの出席)
(起工式、竣=式 等への出席)

社会通念上、調査研究のための会合を行うに不適切な場所での飲食経費  i
各種団体への寄付金、支援金等
事務所として使用する不動産の購入及び工事費
自動車の購入及び維持 ・修理経費 ! |

(自動車、バイク、自転車等の購入、カーナビ(リース車両に設置されたも
の以外)の購入経費)                  |‐     ‐

社会通念上妥当性を超えた経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費
(公職選挙法第 199条 の2[公 職の候補者等の寄付禁止]等 )   ‐

調査研究活動に直接必要としない備品の購入 ・リース代に要する経費
(冷蔵庫、美術品、衣服等)


